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２０２６年４月に施行される労務関係の改正まとめ

令和 8 年 4 月からの改正点をまとめました。 
 

１． 治療と就業の両立支援が努力義務に 
労働施策総合推進法の改正施行により、事業主

に、疾病やケガの治療中である労働者からの相談
に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
その他の必要な措置を講ずるよう努める義務が課
されます。 

昨今は医療技術の進歩等で働きながら治療を行
うケースが増加しており、就業による症状増悪等を
防止しその治療と就業との両立を支援するための
改正です。 

一方、労働安全衛生法では既に事業者による労
働者の健康確保対策に関する規定が定められ、健
康診断をはじめ医師の意見を聴き就業上の措置を
講じる義務や病者の就業禁止の義務が課されてお
り、それらの内容と併せた運用イメージが必要です。 

また、休職制度がある事業所では、休職が必要
とまで判断されない場合の多様な働き方に対応す
る制度設計が必要になると考えられます。今後出さ
れる指針を参考にしてください。 

 
２． 高年齢者の労働災害防止措置が努力義務に 

高年齢者の労働災害は年々増加の傾向にあり、
労働安全衛生法の改正施行により、高年齢者の特
性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他
の必要な措置を講ずる努力義務が課されます。 

具体的には、これまでのエイジフレンドリーガイド
ラインを指針に格上げする検討がなされており、体
力や持続力の低下の可能性を前提に、転倒などの
防止策等を管理職や本人への教育を含めて進め
ていく内容になると思われます。 

定年延長や継続雇用により増加した高年齢者に
対する施策としても、今後出される指針を参考にし
てください。 

 
３． 自転車の交通反則通告制度（青切符）の導入 

道路交通法の改正施行により、16 歳以上の自転
車利用者が信号無視や一時不停止、ながらスマホ
などの交通違反をした場合には、自動車と同様↗

に反則金（青切符）が課されるようになります。 
通勤や業務で自転車を利用している場合には、

安全講習や社内周知（メール・掲示板）で違反防止
への姿勢を徹底します。事業活動で自転車利用す
る場合には、改めて自転車保険への加入状況を確
認してもよいかもしれません。 

 
４． 女性活躍の数値公表義務拡大 

以下のように公表すべき内容（項目）が増えます。 

規模 改正後 改正前 

常時雇用
301 人以上 

４項目の公表 
・男女間賃金差異 
・女性管理職比率 
・ほか※２項目 

３項目の公表 
・男女間賃金差異 
・ほか※２項目 

101 人～
300 人 

３項目の公表 
・男女間賃金差異 
・女性管理職比率 
・ほか※１項目 

※１項目の公表 

100 人以下 公表は努力義務 

※選択項目は「女性労働者に対する職業生活に関する機会の
提供に関する実績」「職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備に関する実績」での指定項目から 

 
５． 離婚時の年金分割の請求期限延長 

離婚時の年金分割の請求期限が「2 年」から「5
年」に延長されます。施行日である令和 8 年 4 月 1
日以降の離婚が対象となります。 
 
６． その他の項目（お知らせ済みを含む） 
・企業型 DC の企業型年金加入者掛金額の制限撤
廃と、規約変更の場合の手続き簡素化 

・安衛法による化学物質管理変更 
・（特定）元方事業者の混在作業場所における指
導・連絡調整等の措置対象が個人事業者等を含
む作業従事者に拡大（令和７年建設業事務所労災
の整理にも注意） 

・被扶養者の年間収入を労働条件通知書等で判断 
・在職老齢年金の支給停止調整額 62 万円に 
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